
  
北九州都市計画地区計画の変更（北九州市決定） 

 
都市計画鉄王一丁目地区地区計画を次のように変更する。  

   名   称   鉄王一丁目地区地区計画 

   位   置   北九州市八幡西区鉄王一丁目地内 

   面   積   約 １．５ｈａ 

 地区計画の
 目   標

当地区は、副都心黒崎地区の南西約２．３㎞に位置し、北に山の神公
園、東に鉄王東公園が整備され、都市計画道路藤田中間線及び割子川岩
屋線に近接した住宅適地である。 
当地区では、優良な低層戸建住宅地として開発が計画されていること

から、適正な規制及び誘導を行い、良好な居住環境の形成及び保全を図
ることを目標とする。 

 土地利用の
 方   針

  緑豊かなゆとりとうるおいのある低層戸建住宅地としての土地利用を
図る。 

 区 
 域 
 の 
 整 
 備 
 ・  及 
 開  び 
 発  保 
    全 
    の 
    方 
    針 

 建築物等の
 整備の方針

低層戸建住宅地として、良好な居住環境の形成を図るため、建築物の
用途、敷地規模、壁面の位置等必要な制限を行う。 

 
 
 
 
 
 
 建築物等の
 用途の制限

建築できる建築物は、次に掲げるものとする。 
１ 住宅（住戸の数が３以上の長屋を除く。） 
２  住宅で次の用途を兼ねるもののうち、延べ面積の１／２以上を居住の
用に供し、かつ、居住の用に供しない部分の床面積の合計が５０㎡以
内のもの。 

（１）事務所。ただし、汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他
これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車
施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。 

（２）日用品の販売を主たる目的とする店舗 
（３）学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 
３ 集会所、診療所 
４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第
１３０条の４で定める公益上必要な建築物 

５ 前各号の建築物に附属するもの 

 建築物の延
 べ面積の敷
 地面積に対
 する割合の
 最高限度 

１５／１０ 

 建築物の敷
 地面積の最
 低限度 

１８０㎡。ただし、集会所、巡査派出所、公衆電話所その他これらに
類する公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。 
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 画 

 
 
 
 
 
 建 
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 物 
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 関 
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 る 
 
 
 事 
 
 
 項 

 
 
 
 壁面の位置
 の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は
１．０ｍ以上とする。ただし、 当該限度に満たない距離にある建築物又
は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 
（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下のもの
（２）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、

かつ、床面積の合計が５㎡以内のもの 
（３）自動車車庫 

 



  

 建築物等の
 高さの最高
限度

１０ｍ。ただし、軒の高さは７ｍ以下とする。 

 建築物の形
 態又は意匠
 の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色は、地区の環境に調和
した落ち着いたものとする。 

  
 地 
 
 区 
 
 整 
 
 備 
 
 計 
 
 画 

 
 建 
 築 
 物 
 等 
 に 
 関 
 す 
 る 
 事 
 項 

 垣又はさく
 の構造の制
 限 

道路に面する側に設ける場合は、次に掲げるものとする。 
（１）生け垣又は植裁 
（２）高さ６０㎝以下の基礎の上に高さ１．２ｍ以下の透視可能なネット

フェンス等を設けたものと、植裁等の緑化したものを組み合わせた
もの。 

 
      「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 
 
 理 由 

  当地区の南側に隣接する地区が、当地区と同様の理念で開発が行われたことから、併せて低
層戸建住宅地として良好な居住環境の形成及び保全を図るため、本案のとおり地区計画の区域
を変更するものである。 

 

議題第２３５号 



  
北九州都市計画地区計画の変更（北九州市決定） 

 
 
都市計画鉄王一丁目地区地区計画を次のように変更する。  

   名   称   鉄王一丁目地区地区計画 

   位   置   北九州市八幡西区鉄王一丁目地内 

   面   積   約 １．０１．５ｈａ 

 地区計画の
 目   標

当地区は、副都心黒崎地区の南西約２．３㎞に位置し、北に山の神公
園、東に鉄王東公園が整備され、都市計画道路藤田中間線及び割子 川岩
屋線に近接した住宅適地である。 
当地区では、優良な低層戸建住宅地として開発が計画されていること

から、適正な規制及び誘導を行い、良好な居住環境の形成及び保全を図
ることを目標とする。 

 土地利用の
 方   針

  緑豊かなゆとりとうるおいのある低層戸建住宅地としての土地利用を
図る。 

 区 
 域 
 の 
 整 
 備 
 ・  及 
 開  び 
 発  保 
    全 
    の 
    方 
    針 

 建築物等の
 整備の方針

低層戸建住宅地として、良好な居住環境の形成を図るため、建築物の
用途、敷地規模、壁面の位置等必要な制限を行う。 

 
 
 
 
 
 
 建築物等の
 用途の制限

建築できる建築物は、次に掲げるものとする。 
１ 住宅（住戸の数が３以上の長屋を除く。） 
２  住宅で次の用途を兼ねるもののうち、延べ面積の１／２以上を居住の
用に供し、かつ、居住の用に供しない部分の床面積の合計が５０㎡以
内のもの。 

（１）事務所。ただし、汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他
これらに類する自動車で建設国土交通大臣の指定するもののための
駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。 

（２）日用品の販売を主たる目的とする店舗 
（３）学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 
３ 集会所、診療所 
４ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第
１３０条の４で定める公益上必要な建築物 

５ 前各号の建築物に附属するもの 

 建築物の延
 べ面積の敷
 地面積に対
 する割合の
 最高限度 

１５／１０ 

 建築物の敷
 地面積の最
 低限度 

１８０㎡。ただし、集会所、巡査派出所、公衆電話所その他これらに
類する公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。 
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 壁面の位置
 の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は
１．０ｍ以上とする。ただし、 当該限度に満たない距離にある建築物又
は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 
（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下のもの
（２）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ以下で、

かつ、床面積の合計が５㎡以内のもの 
（３）自動車車庫 

 

変更箇所表 



  

 建築物等の
 高さの最高
限度

１０ｍ。ただし、軒の高さは７ｍ以下とする。 

 建築物の形
 態又は意匠
 の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色は、地区の環境に調和
した落ち着いたものとする。 
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 項 

 垣又はさく
 の構造の制
 限 

道路に面する側に設ける場合は、次に掲げるものとする。 
（１）生け垣又は植裁 
（２）高さ６０㎝以下の基礎の上に高さ１．２ｍ以下の透視可能なネット

フェンス等を設けたものと、植裁等の緑化したものを組み合わせた
もの。 

 
      「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 
 
 理 由 

  当地区の南側に隣接する地区が、当地区と同様の理念で開発が行われたことから、併せて低
層戸建住宅地として良好な居住環境の形成及び保全を図るため、本案のとおり地区計画の区域
を変更するものである。 
 

議題第２３５号 



北九州都市計画 鉄王一丁目地区地区計画の変更（北九州市決定） 
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